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第3次大潟村行財政改革の推進について

第3次行財政 一一 ” ‐本的なえ方

1 ． これまでの行財政改革の取り組み

地方分権の推進や少子高齢化、国や地方公共団体の財政状況悪化を背景に、 自治

体としての生き残りをかけ、真に自立していくためには、行財政運営の効率化、合

理化が不可欠であることから、平成17年3月に村づくり計画（自立計画）を策定し、

今後10年間の村づくりと村政運営の方針を定めました。その中でも重要視したのが

行財政改革の推進であり、その指針として平成17年3月に「大潟村行財政改革大綱」

を策定し、 16年度から25年度までの10年間の第1次、平成26年度から平成29年

度の4年間を第2次として、行財政改革の方針や10項目の具体的改革事項を定め、

計画的に行財政の改革とスリム化を進めてきました。

これまで、事務事業の整理合理化、補助金の縮減、職員数の縮減、組織機構の再

編、公共施設への指定管理者制度の導入、行政経費の削減などに取り組んできまし

た。

こうした取り組みにより、平成25年4月段階で、職員数を59人（平成15年度に

比べ7人減）に縮減したほか、村長部局において7課体制を4課体制にスリム化し

ました。また、住民による広報配布など、住民の理解と協力を得ながら、行政と地

域との役割分担（住民参加型行政）の推進にも努めてきました。

財政面では、当初大幅な減額が予想されていた地方交付税の増もあり、また、計

画的な基金積立や経費削減により、計画期間中に学校建設や認定こども園の建設と

いう大きな事業があったものの、村の財政状況は、平成28年度の実質公債費比率が

6.5と良好な数値となっています。また、平成22年度から導入した財務4表による

財政分析でも健全な財政状況であるとの結果が出ており、 この14年間で当村の行財

政改革は一定の成果が得られています。

平成30年度から平成33年度までの第3次大潟村行財政改革大綱（以下「第3次

行革大綱」 という。）においても、引き続き、健全な財政基盤、質の高い行政サー

ビスを提供するため、 これまでの事務事業の評価、見直しを行い、必要な整理合理

化、補助金の縮減、公共施設への指定管理制度の導入等、行政経費の縮減に努めて

まいります。

また、これまでは、職員数縮減の取組により、組織のスリム化や人件費の抑制が

図られるなど、着実な実績を上げてきたところですが、今後は、地方分権、権限移
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譲などのほか、新たな行政需要へ対応するため、業務量と定員のバランスと仕事と

育児の両立など働きながら私生活も充実させられるよう環境を整えるとともに、限

られた職員数で行政サービスの向上を図るため、職員一人一人の業務遂行能力の向

上を図ります。

一一一

[実質公債費比率]一般財源に占める公債費の割合6健全化判断比率のひとつ｡高いほど危険。 ｜

この比率が18%を超えると地方債発行に国の許可が必要となる。25％以上 ｜
≦ になると財政健全団体になり、 35％以上になると財政再生団体になる。

[財務4表］地方公共団体の予算｡決算制度は、現金主義の考え方で行われていることから、
豆 、 :

従来の貸借対照表および行政コスト計算書についても、現金主義の考え方に基づ
：

き作成されていた｡しかし、より正確な行政コストの把握など諸課題を解消する
・ 子 － ． 、 ,

ために、企業会計で用いられる発生主義および複式簿記の考え方を導入した財務

4表(貸借対照表､行政コスト計算書､純資産変動計算書、資金収支計算書）を ｜

作成･整備することで､地方公共団体の資産寿負債の状況が把握できるようにな… ｜
り、適正な管理を進めていくことができる。

．一一宮
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2．行財政改革の必要性

平成29年度で第2次行革大綱の推進期間が終了となりますが、社会環境や社会情

勢の変化に的確に対応し、大潟村が目指すまちづくりの方向性とその実現に向けた

考え方や取組などを示す「第2期大潟村総合村づくり計画」や人口減少対策と地域

活性化に資する「大潟村コミュニティ創生戦略」に基づいた村づくりを進めていく

ためにも、行財政改革は引き続き取り組んでいかなければならない課題であります。

よって、 これまでの取り組みを踏まえながら、時代に適した村政運営の指針とし

て、第3次行革大綱を策定し、一層の行財政改革を推進していくものです。

B.第3次行財政改革の基本方針

（1）行政運営の効率化

①サービス向上

多様化・高度化する行政ニーズに迅速かつ的確に対応できるよう、行政サ

ービスの資質向上を図るとともに、事務量・事務内容に応じた適材適所の職

員配置に努めます。

②職員の資質向上

厳しい財政状況や限られた人材のもと、行政経営の視点に立った人材育成

に努めます。
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③事務事業及び組織の見直し

必要に応じて、事務事業や組織の見直しを行います。

（2）財政の健全化

農業情勢、人口減少や少子高齢化などにより、財政が縮小していくことが懸念

され、その財政規模に見合った行政運営が課題となります。

この認識にたって、将来を見据えた中・長期の財政見通しを立て、事業の効率

化や見直しを行い、 自主財源の確保と徹底した経常的経費の削減など、事務事業

や補助金等の見直しによる歳出全般の抑制と歳入の確保に努め、中長期的な視点

に立って、財政の一層の健全化に向けた取り組みを進めます。

（3）公共施設の適正管理

公共施設等の効率的な維持管理により、コスト縮減を図ります。

4．推進期間

平成30年度から33年度までの4年間とします。

5.第3次行財政改革推進体制

第3次行革大綱は、第2期大潟村総合村づくり計画と関連・連動するものでありま

す。 このことから、一体的に取り組んでいくことが合理的であり、また、策定には現

況調査等を踏まえる必要があることから、実務担当職員が事務事業や補助金の評価、

見直し作業を行います。

6．行財政改革大綱の進行管理

第3次行革大綱は、広報等を通じて十分な周知を図り、村民の理解と協力を得なが

ら進めていくとともに、職員が高い意識と不断の努力で取り組んでいかなければなら

ないものであります。よって、第3次行革大綱の推進状況については、第2期総合村

づくり計画に沿った的確な進行管理に努めます。
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第3次行財政改革の具体的取り組みⅡ

蓮で

業務改善の推進1．

r/l《取組方針》一'一一=一/=/一－'一'一=/一一/一一一'一一一一'一一一l
io行政効率や効果の向上及び新たな政策課題につなげるため、総合村づくり計画にi
i 基づき実施している施策・事業について、第2次行革大綱に引き続き、費用対効果i
l や成果、必要性など様々な観点から後期4年間の評価を実施し、その上で、整理統i
I 合・廃止・外部委託・協働・改善について検討していく。

、

!○スリムで効率的な業務推進体制を確立し、事務の簡素化・迅速化を図るため、業1
1 務全般を見直す。
'一一一/一一/ー/一/＝/‘ー/＝/‘－－，－‘ー/＝/一一一/‘‐/‘‐/一一一,‘ー/一/一一/－－1

《取組内容》 ｜
（1）事務事業の見直しと政策評価の検討

施策・事業の評価（妥当性・有効性・効率性）に基づいた事業の見直しをする。

また、政策の評価結果が今後の政策により有効に反映されるよう、毎年度予算査

定時に評価できるよう政策事業調書に評価欄を設けることを検討するとともに、計

画的な企画立案と継続的に事務事業の評価が行えるよう4年後を見据えて施策・事

業の企画立案する。

｜ ◇政策事業調書の記載事項の検討

（2）民間活力の活用

引き続き、民間手法を活かしたサービス水準の向上とコスト削減、利用者の利便

性向上のため、行政と民間の連携について、検討を行う。

｜ ◇診療所、村営住宅、体育施設の民間活力の活用の検討

（3）電算システム共同化による効率的な行政運営

平成32年度の共同化電算システムの更新時期に合わせ、現行システム並びに事

務手|||頁の評価・見直しを行い、引き続き、電算システム共同化による業務の円滑化

並びに効率化、そして経費削減に努める。
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~~~~~~一~一~~~~一~~~…~一~一~一~…~一~一~一~一~~~一~~~一~一~…~…~~~.i
i ◇各種電算システム活用等による事務処理の迅速化と紙媒体の削減
.､-..-..-..-..-..-..--.-..-.--______----.-----___--.--.-----____…-...----_____._____--------._…____.__.._.._.._.._.._.._.._..j

《実施計画》’

取組内容

◇政策事業調書の記載事項の検討

30年度’ 31年度’ 32年度’ 33年度
一一’

◇診療所、村営住宅、体育施設の民間

活力の活用の検討
二

◇各種電算システム活用等による事務

処理の迅速化と紙媒体の削減

三

－5－
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直し ‐ 、 淫着意蕊､ ’2‘ 翫

一聾一手．幸一麺…2．補助金｡委託料の見

｢一/－1《取組方針》 一一一'一/＝'一/＝/＝/＝/＝/一/一/一/一/＝'一/一/－'一/=/l
i o全ての補助金について負担の適正化やニーズ､補助団体の事務の効率化の観点 i

、

i から見直し､継続･縮小･廃止に区分する。 I

i o政策との関連や行政需要等から新設される補助金については､安易な新設を抑 i
， 、

II 制するとともに、終期を定めるようにする． 、
！ ○委託料については､委託の効果､行政経費の観点等から見直し、継続･縮小・ 1
1 廃止に区分する。また､行政効率の観点から新たに委託した方がよい業務はな 1

1l いか検討する。 、

’ ’
一ノーグー／一／→グー／－グー／－／－グー／＝／＝グー"一／＝"一／＝グーノー／＝／一／＝グーグーグー／一グー"＝

《取組内容》

（1）補助金 ［補助金一覧別表］

i 区分 i 判断基準 1件数1金額(千円) i
､－－．凸一＝凸＝．｡。－．．－．－脚一J.－..－..－=.－－．－．.－.=一.=－．--.凸一・.－.－－=.－曲ご■－口－－口■一勺■一■=一■■－午｡－｡■一宇画一＝■一＝■一■L一■■一■＝一■＝三■画一■■一一■一■＝一■■一■■一J

｜ ①継続 | A' : 目的の継続性が認められるもの | 36 1 ],292,l60 1
i A2:政策上、継続すべきもの i 49 1 649,325 !

|一画卿--1-脈章葉蝿諦腰部ﾐｰ膿灘閏二E~rT1-~-~M-、
一定の削減はやむを得ないもの

i B2 :補助効果は認められるが､ある程度自助 | , i 2,696 1
努力で賄うべきもの

i一----.-------i------.--zz=-js-zILf-..=¥.LxL¥-.--.-.--..-..-.--..--.-----------i-------可一一一一.-----.-i
i ③廃止 i Cl :当初の目的を達したもの i 7 i O i

I C2 :補助事業者（団体）の自主的活動に委ね 1 1 ! 0 !

ることが適当なもの

｜ ， ‘! C3 :廃止しても比較的影響の少ないもの O !
i____.________､________-ｲｰｰ---..-..--.-..,-..,--------.----..-.--.---.-..-..－..－..,-..-..－..－…--.-----.トー.-.------引----.-----------－－4

i ④その他i D1 :H24･25年度若しくは後期計画期間中に i 4 i 31000 1

事業が終了した（する） もの

i D2:単年度事業 i ll i O i
:．．ー－画一一一一一.－．．－．－－画一一一一一一一一一一一一一一.,‐－－－－－－－－－－－伺一.”－－－－－－－.‐－‐－－‐‐一‐－－‐‐一‐－－‐‐一‐‐一‐‐一‐－－‐‐－－L－－－－‐‐一－－－－－－．‐一一一一･･一･･一･．一雨・

'一負一計__|___.___.-－－－－_.___._._____.___.___l__Ⅲ｣一哩Zm_}
※金額は、H30～33年度までの合計額

◇繰越金が多い団体については、実績払いや精算に伴う補助金返還などの方法につい

て見直し検討をする。

◇新規補助金は、団体に対する運営助成的補助ではなく、緊急・政策上必要なものに

限定する。

－6－



（2）委託料 ［委託料一覧別表］

i 区分 i 判断基準 i件数i金額(千円) i

l－Q継鐘__|_A且叢這り性質上皇委託u薮力遁当強2__|一m｣一L40ZD.13._j
i ②縮小 i B:委託業務内容の見直しにより減額できる i 28 i 44,904 i

もの(他業務へ統合する委託業務を含む） ’1---------1-----..--.-.---.--.一____一一--.---.--.---.--.-----.-.賑-.---__弓_.一_-..-.-----、
i ③廃止 ! Cl :委託内容の見直しにより、廃止しても影 1 l ! 276 i

響の少ないもの

! C2 :第2次若しくは第3次行革大綱期間中に i 49 i o i

事業終了等によるもの（単年度委託含む) i､_--.-..-..____.._j___._.--..-..-..-..-..-.---.-..-.--..-..----..--.-..-..---.--.--.--.---.-..-..｣.--..-..-..-.._.._j

1 合計 1 ! 256 1 1,452,193 1
※金額は、H30～33年度までの合計額

同一内容にもかかわらず各課ごとに委託しているものを一括委託することにより、

経費を削減できないか検討する。

《実施計画》 ｜
（補助金） (単位：千円）

29年度’ 30年度 31年度取組内容 32年度 33年度

◇補助金の縮減額

対29年度比較

396364 324,457

△71,907

(418%)

317,333

△79，031

(420%)

337，283

△59，081

(415%)

319，283

477,081

(419%)

(委託料） (単位：千円）

取組内容 29年度 30年度 31年度 32年度’ 33年度

◇委託料の縮減額 3649739 516,241

151,502

（42％）

304,006

△60,734

(△17％）

318,874

△45,865

(413%)

313,073

A51,666

(414%)
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3.組織機構の再編

「/＝ ｜《取組方針》 一一一/一/一'一/一一/一一/一一/＝/一一一/一/＝/一'一/一/可
i O現行の組織機構については、平成24年度に「環境ｴﾈﾙギｰ室」を新設して、 i

、

i 村長部局4課'室､教育委員会､議会、農業委員会となっている。 I

i 行政需要が複雑多様化してきている中で､一層効率的な組織のあり方が求めら i
、

I れていることから、村民サービスの向上につながるよう、簡素で効率的な組織の1
，

11 構築を基本とする。 、

I 総合村づくり計画に基づいた施策を円滑に推進するとともに、新たな行政課題！、

I に迅速に対応できるよう必要に応じて組織機構を見直すなど、業務内容､事務量！

' 及び磯員數との'；ﾗﾝｽ篝を総合的'こ勘案した組織"再編を行うゞ 、l
L－グー／＝／＝／一グー／＝グー／＝ダーグー／一グー／一／一グー／一グーグーグーグ～／一／一グーグー／＝グー／＝グー

《取組内容》｜
（1）総合力を発揮できる柔軟で機能的な組織体制

現行組織体制を維持するが、住民の多様なニーズ、新たな行政課題に総合力が

発揮できる柔軟で機能的、かつ簡素で効率的な組織の構築に努め、必要に応じて

組織の再編並びに充実強化を図るものとする。

《実施計画》

’
30年度| 3]年度 | 32年度 | 33年度

＞

｜ 取組内容
|◇現状維持(必要に応じて見直し）

－8－



化と人材育成4．職員の適正

r/－瞳《取組方針》’ 一一/一一一一一一/一一一'一参一-=/=/=/=/=/=/-l
i o一般職については、業務量を勘案しつつ、年度ごとの退職者及び再任用職員並びi
i に新規採用の推移と併せて見直し、適正化を図る。

、

I

i o組織の目的・ 目標の共有など個人の認識を高めながら、 目的･課題意識の高い i
、 ､

1 職員の育成を図る。 、1
h" 戸/ 戸／一戸／→／→／－〆→／－／－／－/－/－/一/＝/←/』 /』 ，/‘ 『/‘ ，/‘ ，/‘ 『/‘ ”/， 『/・ 『/－／－ｧ／－ｧ／一ｧ/｣

《取組内容》

（1）行政需要に応じた定員管理と人員配置 ［定員適正化計画別表］

人口減少や高齢化など社会構造の変革や地方分権に伴い、高度化・多様化する行

政需要に迅速かつ的確に対応するため､効率的な行政組織の構築を目指すとともに、

定員管理については､職員数と事務量のバランスに配盧しながら計画的に実施する。

また、将来を見据えた職員採用など適正な人員配置に努める。

（2）再任用制度の実施

再任用制度により、今後、退職する職員の豊富な知識や経験、能力や技術等を有

効に活用することで、組織の効率的な運営や高度化・多様化する行政課題への対応

し、住民サービスの維持や向上を図る･

（3）人事評価の実施

平成28年度から実施しており、職員が職務を遂行するにあたり発揮した能力及

び挙げた業績を公正に把握することで、職員の主体的な職務の遂行及びより高い能

力を持った公務員の育成を行うとともに、能力・実績に基づく人事管理を行うこと

により、組織全体の士気高揚を促し、公務能率の向上につなげ、最終的には住民サ

ービス向上を目的とする。

（4）職員研修の充実

地方分権の推進による地方自治体の責任・役割の増大及び住民ニーズの複雑多様

化により、職員の能力開発及び資質の向上がこれまで以上に求められることから、

必要な職務遂行能力及び政策形成能力を持つ職員を育成するため、職員研修計画を

作成し、年間1研修を目指す。

また、 自己啓発・自己研修を支援・奨励し、次代に備えた能力の養成に努める。

(職員研修計画）

新任研修（新規採用職員）

－9－



･職階研修（昇任時）

･能力開発研修（政策形成能力研修、 フ・ﾚｾﾞﾝﾃｰｼﾖﾝ研修、法務能力研修）の毎年受講義務付け

・自己啓発研修（専門的知識の習得、 ｷｬﾘｱｱｿﾌﾟ研修）

・県への出向

（5）職員の健康管理の充実

時間外勤務の抑制や年次有給休暇の計画的取得が可能な環境づくりに努めるほ

か、職員健康診断やメンタルヘルス研修の実施などにより、職員の心身両面での健

康管理に努める。

《実施計画》

30年度| 3!年度| 32年度| 33年度
（29年度策定）

取組内容

◇定員適正化計画

◇再任用制度の実施

◇職員研修の充実

◇職員健康管理の充実

二
一
二

＝
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使用料･施設利用料等の見直し5。
職麹

「－1《取組方針》’一一一一/＝/一一一/－'一/＝/一/一一/一"一/一一一一/＝/1
i o行政サービスは他市町村に比較して充実していると考えるが、使用料等料金単i
i 価については、近隣市町と比較して、全体的に同等程度もしくは低い価格帯でのi
i 設定になっているので､維持管理・運営費と減価償却費を考慮した受益者負担のi
， 、

I あり方について重点的に精杳・見直しを行い、行政の負担と受益者、利用者負担l
､ 、

l の公平性について検討を行う。 、1

1 ○交流人口拡大のため、干拓博物館の入館料無料化について検討する。 、1
0 "/→/→/→/→/－/→/_/－/－/_."/－/－－/＝/・ / / /‘ /‘ ,/､ "/ "/ "/ "/ 戸/‐/→/→/弓I

《取組内容》｜

（1）使用料・施設利用料等の他市町村との比較 ［別表］

（2）使用料・施設利用料等の検討

使用料・利用料については、行政の負担と受益者、利用者負担の公平性を図るた

め、維持管理・運営費と減価償却費を考盧した受益者負担のあり方について、検討

委員会等で重点的に精査・見直しを行う。

（3）行政サービスのあり方の検討

上記の検討と同時に、将来的な施設の維持管理、更新を含めた長期的な計画と自

治体の規模に見合った最小の経費で最大の効果をあげる （地方自治法第2条）ため

の各種行政サービスのあり方についての検討を行う。

《実施計画》

30年度取組内容

◇使用料・利用料の見直し検討

◇行政サービスのあり方の検討

31年度

一一一一一一一=

32年度 ’ 33年度

三

- 11 -



6.公共施設の効率的運用と適正管理
一

「'一|《取組方針》’ ‐一一一/一＝一一/一/一一一一一/一一/一一一/一一一i
i o人口減少等の状況を踏まえ、社会情勢に見合った施設の総量、サービスの適正i
i 化を図る。 、l

io住民の利用度及び満足度､行政経費等の観点から見直し､住民が利用しやすいi

l鵬溌撚訟鰯欝篝廷濤鴬澪…"縦ぜて嬢1
1○見直しにあたっては､施設の設置目的に沿った有効活用を図るため､管理体制i
l や他施設との連携､利用手続きの簡素合理化等についても検討する。 、1

1 画”職…案し…村有施設"維持管理楠改修に…。 、
l

､一/‘一一/一一/一一/一一/－－/一一一/～/‐/一/＝/一一/＝/＝/＝/＝/一/一/一一忽1

《取組内容》！

（1）管理運営見直し結果

検討区分 施設名
一-----..-..-.---.-..-.．－．．－．．－．．－．．－．．－．．－．．－．．－．．－．－－－.-..----.---..-..-..-..-..-.--.--.---.-.--.--.--------…-･･1

1 ◇整理統合検討 1 コミュニティ会館--..---..-..-._.__.._-.--1-.---.__.._.._-..-..---.－-..-..-.-..-.---------..-.._…_」
i ◇指定管理検討 1 診療所、体育館、野球場、 B&G海洋センター、

｜i..__.__.___.__.____._.____.._..｣_._.4_=.fa.=.=.L._.._..__._.._.._.._.__.._.__.__._､_.._.._..__.__.__._..__ートi､._-.--.--.--.---.-.--..-..司-.-..--.--.--..-..--.-..-..--.-..-..-..-.--..-.--.--.--..-..-.._..__._-.--.-..-._、
！ ◇指定管理料見直し i 多目的運動広場・多目的グラウンド

（2）村有施設維持管理経費見込み額（別表）

《実施計画》

30年度 ’ 31年度’ 32年度’ 33年度取組内容

◇整理統合検討（ｺﾐｭﾆﾃｨ会館）

◇診療所、体育施設の指定管理検討

三

二

◇指定管理料見直し

（多目的運動広場・多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）

三

1ワ一
土色



; 、 _霧織
繁、 ‐”鳶_識§ 爺 ｡' "" qg 富､塾”
…－－℃藍き_皇蜘 ､産の有効活用の推進7．村有財

「/＝ 《取組方針》 一/一一/一/＝/一一/一/一=/一一一/～/一一/一/＝/一一一/1
、

io未利用地の効果的かつ計画的な利活用について検討する。 l

io将来的にも公共用地として使用しない村有財産について、売却や貸付も含めたi
、

i 村有財産の有効活用を図る． 1
、 ､

hｧ/→， 戸"--ｧ／一r／→／一F／・ ‐亥一/－/－/』 ‐／－/一/‘ ，/‘ ，/‘ ．/‘ 『,‘ 『〆． ，/‘ 〆/， 『/‘ 『"． 『/ ｧ，一戸／－ｧ／→/力

《取組内容》；

（1）未利用地の利活用の検討

「第4次土地利用計画」 （図面化含む）を策定し、計画的な利活用について検討

する。

（2）南2-1県有地(5ha)の取得及び利用計画についての検討

県に対し、H24年度時点で3年後を目処に「公園としての活用」を前提に取得の

意志を示している。南の池公園も含めた一体的な景観づくりのため、取得すること

を前提に利用計画について検討する。

（3）財産並びに施設の適正管理

公共施設の管理については、 「6．公共施設の効率的運用と適正管理」に記載

《実施計画》

30年度| 31年度 | 32年度 33年度

－－－－－－－一三

取組内容

◇未利用地の利活用検討

◇南2－1県有地(宅地5ha)取得及

び利用計画についての検討

三

◇財産並びに施設の適正管理 三

－ 1Q一
上』



8.行政経費の見
画
地
Ｆ
や
一二

直し

｢/一ロ《取組方針》一一一/一一'一/一一一'一"一'一/＝/一－'一一一/＝/一可
i o行政経費全般について見直し、経費削減に努める。

、

I
、

io財政の健全化に努める。 l

io公共施設の整備に係るコスト縮減とサービス向上に努める。
、

1
， 、

h=/ アグーァ／→／→／→〃－／－／－／－／－／－グー／＝ノー／－，／4 ，／』 『"』 ，／』 ，／‘ ，／、 ，／』 『／， F／ P／ P〃－F〃→・h

《取組内容》

（1）経常的経費の削減

事務事業、補助金並びに委託料、使用料及び利用料、施設の管理運営、各種行政

経費の見直し等により、経常的経費の削減に引き続き取り組む。

（2）実施事業の選択と重点化

多様化する住民ニーズや行政課題を的確に把握するとともに、実施すべき事業を

選択し、予算を重点配分することにより、効率的な執行に努める。

（3）情報システム共同化による経費の削減

電算共同化による経費削減を一層推進する。

（4）職員のコスト意識の高揚 ［経費節減マニュアル別紙］

経費節減マニュアルを作成し、事務事業の遂行には常にコスト意識をもって臨み、

費用対効果の観点から効率的な事業執行を心がけるよう職員のコスト意識の高揚を

図る。

（5）繰上償還の実施

財政状況を勘案しながら繰上償還を実施する。

（6）財政状況の公表

他自治体と比較可能な指標を用いて､財務4表に基づく財政状況の公表を継続し、

健全な財政運営を図っていく。

(7) ｢PPP」 ※1 ｢PFI」 ※2手法の導入

行政と民間が連携して、民間事業者の経営上のノウハウや技術を活用し、また、

事業全体のリスク管理と施設等の維持管理、運営を一体的に行うことによる、事業

コストの縮減と行政サービスの質の向上を図るため、公共施設等の整備等を行うに

あたっては、 「PPP」手法の優先的検討を行う。

－ 14－



※1 ｢PPP」 とは

PPP (パブリック・プライベート ・パートナーシップ：公民連携） とは、行政と

民間が連携して、公共サービスの提供を行うスキームをPPPと呼ぶ。PPPの中には、

PFIの他、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営方式、包括的民間委託、 自治体

業務の専門的な内容を外部委託することなども含まれる。

※2 ｢PFI」 とは

PFI (プライベイト ・ファイナンス・イニシアティブ） とは、公共施設等の設計、

建設、維持管理及び運営に、民間のノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間

主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方で
坐マ

め'Oo

《実施計画》

取組内容

◇経常的経費の削減

◇実施事業の選択と重点化

30年度’ 31年度’ 32年度’ 33年度
＝

妻

◇情報システム共同化による経費の

削減

三

◇職員のコスト意識の高揚

◇繰上償還の実施

◇財政状況の公表

◇PPP･PFI導入の優先的検討

妻

二

≧

三

- 15－



9.働き方の改善
…一一一 画＝ ＝一鍵霊』 …

「/一｜《取組方針》一一/一/一/－/一/一一一/＝/＝/＝/一/一/一/＝/一/＝/一一/可
io業務改善の取組により、簡素で効率的な行政運営及び行政サービスの向上を図i

，

i る。 l

io各所属におけるコミュニケーションを充実することにより、円滑な業務遂行とi
、

、 、I 業務の効率化を図る。 l
、

！○多様な働き方を積極的に推進し､職員の働きながら私生活も充実させられるよl
I1 うに職場環境の向上を図る・ 、

l→/ 戸/→/→/→/→/→/－/_/_/_/－，/_."/＝/一/－－ゞ / /ゞ /ゞ ,/ "/ / "/ ,/ "/ " ,0

《取組内容》

（1）業務改善の取組

庁内会議の効率化や会議の進め方、執務環境の改善など、身近な業務改善を推進

する。

事務処理マニュアルの作成や書類の整理を徹底し、職員のもつ知識や情報を他職

員と共有し、全体的な知識やノウハウの向上とともに、業務のコツや工夫を共有す

ることで事務処理ミスの防止に繋げ、業務改善を図る･

（2） コミュニケーションの充実

各所属における職員の動向や業務予定、業務の進行、懸案事項等を共有し、職員

同士の協力体制を確認する「朝の会」の充実と、夕方には職員同士の声かけにより、

その日の業務の進捗状況や時間外勤務の必要性を把握し、課内の協力体制の強化と

効率的な業務執行に努める。

（3）職員の多様な働き方の推進

職員が仕事と家庭生活を両立しやすい職場環境を構築するため、所属内でのコミ

ュニケーションを図り、それぞれの職員の業務の進捗状況を把握しながら、所属長

自らが職員に対し、積極的な有給休暇や特別休暇の取得を促し、介護や子育てへの

参加、心身のリフレッシュなど多様な働き方を推進する。

働きやすい環境を構築することにより、職員のメンタルヘルスのレベルを引き上

げ、職場の活性化や組織力の向上、業務の効率化を進める。

－ 16－



《実施計画》

取組内容

◇業務改善の取組

◇コミュニケーションの充実

◇職員の多様な働き方の推進

30年度 ’ 31年度’ 32年度’ 33年度
＝

ラ

ヨ

- 17-



0.財政計画1

○大潟村の財政計画について

大潟村の財政状況を取り巻く環境を見ると､地方交付税をはじめとする国庫関連の歳入の減少、

不透明な農業情勢や少子高齢化､人口減少等による税収の減など､今後は財政が縮小していくこ

とが予想され、引き続き厳しい情勢のまま推移するものと思われる。

大潟村が今後も安定した財政運営を行っていくためには､これまでにも増してコスト意識を持ち、

経費節減や効率的な事務執行が必要となってくる。
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財政計画（普通会計）
(単位：百万円）
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